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糸満市職員の人事行政に関する状況について

職員の平均年齢、平均給料月額および
平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

（注）1 「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における各職種ごとの
職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払
われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の
額を合計したものです。 3 令和5年4月1日現在、技能労務職の職員はい
ません。

職員の初任給の状況
（令和5年4月1日現在）

（注）糸満市の技能労務職員については、退職者不補
充の方針を掲げており、近年の採用者はありません。

扶養親族（配偶者、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
の間にある子、60歳以上の父母等）のいる職員に支給
▶配偶者：6,500円 ▶子：10,000円 ▶父母等：6,500円
▶16歳から22歳までの子1人につき、5,000円加算

通勤距離が2km以上で、交通機関または交通用具を利用してい
る職員に支給
▶バスなどの交通機関に対して定期券相当額を支給（上限額）：
55,000円 ▶自家用車などの交通用具：2,000 ～31,600円

管理または監督の職にある職員に支給（平成25年10月から25％
減額実施、手当額は減額後の金額）
▶部長級：41,423円 ▶次長級：35,130円 ▶課長級：30,278円 

住居を借り受けている職員に支給
▶借り受け（上限額）：28,000円

民間のボーナスに当たる期末手当および勤勉手当は、年間で4.40
月分です。これを年間2回に分けて支給しています。

（注）1 期末手当支給職員1人当たりの平均支給月額は、令和4年度中の平均支給年額を表示しています。 2 上の表に記載した
手当以外にも、時間外手当、特殊勤務手当などの手当があります。 3 支給実績、支給職員は普通会計の決算をもとに作成。 4 （　）
は内数でフルタイム会計年度任用職員の値です。

休暇として、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇（忌引、産前・産後休暇、子の看護休
暇等）や介護休暇があります。また休業制度として、育児休業、部分休業等があります。
なお、有給と無給の区分については、職員と会計年度任用職員で一部異なります。

処分の種類
休職
免職
停職

処分件数
50
0
0

ラスパイレス指数：国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数
▶令和4年度の糸満市のラスパイレス指数は、95.2です。

ラスパイレス指数の状況

糸満市職員の定数や給与、休暇などの勤務条件は、法律に基づき市議会の議
決によって定められる条例や、それに基づく規則などで明らかにされています。こ
こでは、職員の給与などについて主なものを公表します。

（注）人件費には会計年度任用職員報酬等を含みます。

人件費の状況（普通会計決算）

（注）1 職員手当には児童手当を含み退職手当を含みません。 2 職員数は再任用職員を含み、休職等により1年間無給の職員は含
めていません。 3 （　）は内数でフルタイム会計年度任用職員の値です。 

職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）1 平成14年度から市長は約15％、副市長および教育長は約10％の給料減額を実施しています。 2 令和4年11月25日に期
末手当支給率の条例改正が議決され、6月期・12月期ともに1.650月分、計3.30月分となっています。

特別職の報酬などの状況（令和5年4月1日現在）

職員の手当の状況（令和4年度）

議会
総務
税務
民生
衛生
農林水産
商工
土木
小計
教育
消防
小計
水道事業
下水道事業
その他
小計

7
87
25
76
24
25
14
19
277
70
59
129
13
9
29
51
457
60

7
86
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26
13
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59
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13
10
29
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461
51
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1
4
△9

休職者の配置換えなどに伴う増減

子どもへの継続的支援のための心理士配置に伴う増
子ども家庭センター配置準備などのための保健師配置に伴う増
水産振興業務強化に伴う増
地方創生人材派遣制度の派遣終了に伴う減
区画整理事業の強化などに伴う増

小中一貫校事業従事職員未配置などによる増減

農業集落排水事業従事職員の増

（注）1 【　】は条例定数の合計です。 2 職員数には、公社等派遣
職員を含み、他の団体への派遣職員、臨時・非常勤を含みません。

（地方公共団体定員管理調査に基づき、平成27年以降は教育長を含まない数になっています）

R5R4

部長級
新垣政喜（総務部長）
殿内一（総務部参事監）
山内昌直（市民健康部長）
課長級
中本美弥子 （税務課長）
今村光則（社会福祉課長）
平良徳子（社会福祉課副参事）
（注）令和5年11月1日

（注）公務の運営上、特別の形態によ
り勤務する職員を除きます。

勤務時間
休憩時間

8時30分～17時15分
12時～13時

人事課
840-8117
12550

1人当たり
給与費（B/A） 1人当たり給与費
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